
登紐手続きは迅速・的確なプロヘ"・

不動産は、値人、法人を問わず、最も大事な財産のひとつです。

不動産は、登配によって、権利が確保されます。

私たち弁護士は、交渉や訴訟によって、不動産を巡る紛争を解決しますが、最終的に

は、不動産が登縮されないと、紛争が解決しないことになります。

登粗手続きは、一見すると事務的ですが、わずかな表現の違いや書類の不備によっ

て、正しい登縮ができない場合があります。

その登親手続きを業とするのが司法書士(国家資格)です。

登純はときとして、一刻を争うときもあります。

ですので、迅速・適切な対応をしてくれる司法書士さんに依頼するのが大事になり

ます。

そんな期待に応えてくれるのが、司法書士の高補正夫先生です。

私も、抵当権株消や、贈与による移転登紐など、様々な登配手続きを高橋先生に

お願いしており、自信を持つて推薦いたします。

発買、贈与、相続、担保権族消などの登紐相醸がありましたら、推薦・ご紹介をいた

します。
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